受付番号：　　　　　　　

受付日　：　　　　　　　

日本臨床催眠学会「臨床催眠指導者資格」

認定申請書
日本臨床催眠学会

資格認定委員長殿

申請日：西暦　　　　年　　　月　　　日
申請者（自筆署名）：　　　　　　 　　　　　  印
　私は、日本臨床催眠学会の定める「臨床催眠指導者資格」の認定を受けたいため、所定の書類及び認定費用を添えて申請いたします。

	フリガナ
	　

	氏名
	　

	
	　　　　　　　　　　西暦　　　　　　　年　　　　　月　　　　日生　　　　　　歳　　　　　　男・女

	フリガナ
	　

	現住所
	〒

	
	　　　　　　都・道・府・県

	
	TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

	
	e-mail：

	所属機関、部署
	　

	職名・役職
	　

	既取得　　免許・資格
	　

	所属機関所在地
	　

	
	TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

	
	e-mail：


	学歴
	大学以降の主な学歴、研究歴

	　　年　　月
	　　　　　　　　　　　大学　　　　　　　　　　学部　　　　　　専攻入学

	　　年　　月
	　　　　　　　　　　　大学　　　　　　　　　　学部　　　　　　専攻卒業

	　　年　　月
	　

	　　年　　月
	　

	　　年　　月
	　

	　　年　　月
	　

	　　年　　月
	　

	　　年　　月
	　

	主な職歴
	所属・職種・役職を記入

	　　年　　月
	　

	　　年　　月
	　

	　　年　　月
	　

	　　年　　月
	　

	　　年　　月
	　

	　　年　　月
	　

	　　年　　月
	　

	学位
	学位名・取得年月・授与大学

	
	　　　　修士（　　　　）　　　年　　　月　　　　　　　大学（第　　　号）

	
	　　　　博士（　　　　）　　　年　　　月　　　　　　　大学（第　　　号）

	免許・資格
	下欄の左枠内に名称、右枠内に取得年月日・発行団体・登録番号を記入

	　
	　　　　　　年　　　月　　　　　　発行　　　登録番号（　　　　　　　　）

	　
	　　　　　　年　　　月　　　　　　発行　　　登録番号（　　　　　　　　）

	　
	　　　　　　年　　　月　　　　　　発行　　　登録番号（　　　　　　　　）

	　
	　　　　　　年　　　月　　　　　　発行　　　登録番号（　　　　　　　　）

	他の現所属学会及び種別・役職
	

	研修履歴
	受講年月
	受講場所
	いずれかに○
	受講時間

	
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	　
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	　
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	　
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	　
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	　
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	　
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	　
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	　
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	　
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	　
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	　
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	　
	第　回　　年　月
	　
	初級・中級・上級
	　時間　　分

	
	
	　
	　
	
	

	合計時間
	初級
	　時間　分
	　
	　
	

	　
	中級
	　時間　分
	　
	　
	

	　
	　初級＋中級　合計時間
	　時間　分
	　
	　
	

	　
	上級
	　時間　分
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	発表履歴
	発表場所
	発表年月
	発表場所
	発表演題名

	　
	第　　　　回学術大会
	　　年　　月
	　
	　

	　
	第　　　　回学術大会
	　　年　　月
	　
	　

	　
	第　　　　回学術大会
	　　年　　月　
	　
	　

	　
	第　　　　回学術大会
	　　年　　月　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第　回ケースカンファレンス
	　　年　　月
	　
	　

	　
	第　回ケースカンファレンス
	　　年　　月
	　
	　

	　
	第　回ケースカンファレンス
	　　年　　月
	　
	　

	　
	第　回ケースカンファレンス
	　　年　　月
	　
	　


	催眠履歴
	期間
	催眠実施場所
	スーパーヴァイザー氏名

	
	　　年　月　～　　年　月
	　
	　

	
	　　年　月　～　　年　月
	　
	　

	
	　　年　月　～　　年　月
	　
	　

	
	　　年　月　～　　年　月
	　
	　

	
	　　年　月　～　　年　月
	　
	　

	
	　　年　月　～　　年　月
	　
	　

	
	　　年　月　～　　年　月
	　
	　

	
	
	
	

	合計年数
	　　　　　年　　　　ヶ月
	
	


日本臨床催眠学会正会員入会日　　　西暦　　　　年　　　月
「臨床催眠資格」取得　　　　　　　　　　 西暦　　　　年　　　月
　上記、催眠履歴に関して相違ないことを証明し、また当申請者が臨床催眠資格を認定される上で、知識・技能・人格において相応しい人物であることを認めるため、本学会資格認定規定に従い、当申請者を推薦いたします。

推薦者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

理事長氏名　：　　　　　　　　　　　印
常任理事氏名：　　　　　　　　　　　印
認定費用領収書貼り付け欄

　指定金融機関に前もって認定料を振り込み、金融機関の領収印のある振込み控えのコピーを下記に貼り付けてください。

振込み先

肥後銀行　本店　（普）2327122　

日本臨床催眠学会　会計　仁木啓介

(ﾆﾎﾝﾘﾝｼｮｳｻｲﾐﾝｶﾞｯｶｲ ｶｲｹｲ ﾆｷｹｲｽｹ)

　　　　　　　ここに貼り付けてください

研修証明書のコピーを裏面に添付してください

日本臨床催眠学会「臨床催眠資格」認定申請の案内

1、 認定申請書に必要事項を記入し、認定費用をお振り込みの上、金融機関の領収印のある振込み控え書をコピーし、そのコピーを申請書の所定の場所に貼り付けて申請してください。

2、 認定費用納入先

肥後銀行　本店　（普）2327122　

日本臨床催眠学会　会計　仁木啓介

(ﾆﾎﾝﾘﾝｼｮｳｻｲﾐﾝｶﾞｯｶｲ ｶｲｹｲ ﾆｷｹｲｽｹ)

3、 本学会発行の研修証明書のコピーを添付してください。

4、 申請書類送付先

　　　　　〒100-0003　東京都千代田区一ツ橋1-1-1　パレスサイドビル2階
　　　　　fax:03-6267-4555
　　　　　e-mail: info@hypnosis.jp
　　　　　　　　㈱毎日学術フォーラム内

　　　　　　　　日本臨床催眠学会資格認定委員会

5、 問い合わせ先

　上記、日本臨床催眠学会資格認定委員会まで、葉書、ファックスまたはe-mailにてお問い合わせください。電話での問い合わせはご遠慮願います。

ＪＳＣＨ資格認定規約
イ． 認定資格は、次の２種類とする。

· 臨床催眠資格（ASCHのCertificateにあたる） 

· 臨床催眠指導者資格（ASCHのApproved Consultantにあたる） 

ロ． 臨床催眠資格の資格認定基準は次のものとする。

1. 臨床催眠資格はJSCHの行う研修またはJSCHが認める催眠研修初級・中級あわせて４０時間以上の研修を必要とする。なお、講師の教授時間は履修時間とみなす。 

2. JSCHの学術大会およびケースカンファランスの双方にそれぞれ１回以上、併せて４回以上発表する。ただし、連名発表の場合は主発表者のみをカウントする。ケースカンファランスの発表希望者は研修委員に申し出る。なお、学術大会におけるシンポジスト・講演講師、ケースカンファランスにおけるコメンターは、発表者と同等に扱う。 

3. 催眠の臨床経験を２年以上必要とする。その証明および推薦は理事長および常任理事の中から選ばれた２名が行う。 

4. 臨床催眠資格の認定事務は２００３年４月から開始され本人からの申請が行われてから手続に入る。認定費用は３万円とする。 

5. 臨床催眠資格の認定は３年毎に更新されねばならず、それにはJSCHの行う研修またはJSCHが認める催眠研修２０時間以上の研修を必要とする。更新費用は１万円とする。 

ハ． 臨床催眠指導者資格の資格認定基準は次のものとする。

1. 臨床催眠指導者資格は、上記ロ.により臨床催眠資格を得た後、さらに上級６０時間の履修を必要とする。 

2. JSCHの臨床催眠資格および臨床催眠指導者資格にはJSCHの行う研修またはJSCHが認める催眠研修の履修時間はそのまま認めるが、学術大会及びケースカンファランスの双方にそれぞれ１回以上、併せて４回以上の発表を必要とする。 

3. ASCH同様、必要条件を充たせば臨床催眠資格を経ずに直接、臨床催眠指導者資格を申請することができる。 

4. 臨床催眠指導者資格の認定事務は２００４年４月から開始され本人からの申請が行われてから手続に入る。認定費用は３万円とする。 

5. 臨床催眠指導者資格の認定は３年毎に更新されねばならず、更新費用は１万円とする。 

ニ． 認定はJSCH会員であることを条件とし、当学会に所属しなくなった場合、その資格を失う。

ホ． 認定を受けたものは、JSCHが定めた認定規約および倫理基準を遵守するものとし、これに違反した場合には倫理委員会との協議により適切な処分が下される。

平成14年11月制定
平成15年11月22日改定
平成16年7 月18日改定
平成18年9月22日改訂
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